
内容　5月5日（火）のこどもの
日は、ごみ収集がお休みとな
ります。振り替え収集はあり
ませんので、次回の収集日
に出してください。

市民生活環境課 840-8124 1648

こどもの日はごみ収集お休みですこどもの日はごみ収集お休みです

内容　生後91日以上の犬には、法律により年1回
の予防注射を受けさせることが義務付けられてい
ます。糸満市では期間を定め集合注射を行いま
す。対象の犬を飼われている人に、はがきを送付
していますので、予防注射を受けさせてください。
期間　4月11日（土）～25日（土）
場所　市役所／健康づくりセンター願寿館
その他　飼い犬の死亡や住所変更した場
　合は、担当課までご連絡ください。

市民生活環境課 840-8124 28309

狂犬病予防集合注射を実施します狂犬病予防集合注射を実施します

内容　国民年金保険料を納めることが
困難な学生は、納付を10年間猶予
できます。

市民課 840-8125 18214

国民年金保険料には
学生納付特例制度があります!
国民年金保険料には
学生納付特例制度があります!

必要書類　学生証または在学証明書
その他　代理人が申請する場合は、本人確認でき
るものや委任状が必要です。また、日本年金機構
からはがきが送られて来た人は、必要事項を記入
の上、返送することで手続きが完了します。

内容　全国消費者物価指数に基づいて、令和8年
度の手当額が変更となります。
変更後の手当額（月額）
　▶特別障害者手当　30,450円
　▶障害児福祉手当　16,560円

障害福祉課 840-8103 2011

特別障害者手当・障害児福祉手当の
額が改定されました
特別障害者手当・障害児福祉手当の
額が改定されました

内容　幼稚園・保育施設などの保育料について、
事前申請により無料になる場合があります。
対象者
　▶認可外保育施設の3～5歳児クラス
　▶住民税非課税世帯の0~2歳児クラス

保育こども園課 840-8131 3080

保育料の無償化について保育料の無償化について

その他　通園送迎費、食材料費、行事
費などは、これまで通り保護者負担と
なります。

内容　公共事業で収容された固定資産所有者や
生活保護受給者は、固定資産税の減免または納

税務課 840-8128 28293

固定資産税の減免・納税義務の
免除制度があります
固定資産税の減免・納税義務の
免除制度があります

税義務の免除が適用される場合があ
ります。対象となる条件や必要書類
については、お問い合わせください。

内容　市役所で行う所得税および市・県民税の申
告受け付けは、3月16日（月）で終了しました。期
間内に申告できなかった人は、6月1日（月）から
税務課で申告の受け付けを再開します。

税務課 840-8128 35292

市・県民税申告の受け付けを
6月から再開します
市・県民税申告の受け付けを
6月から再開します

その他　所得税の申告について
は、那覇税務署（☎867-3101）
へお問い合わせください。

内容　糸満市の教育・保育施設
では、集団保育の中で心身の発
達の遅れや、偏り、障害、疾病
などがある子どもに対して、集
団の中で加配保育士による支

保育こども園課 840-8131 28236

特別な支援が必要な
子どもの支援について
特別な支援が必要な
子どもの支援について

援や見守りを行うことで、子どもたちが安心して
過ごし、心身の発達や集団適応を促していく保育
を行っています。加配保育士の配置を希望する
場合は、申請が必要となります。

糸満市の総合情報マガジン「広報いとまん」

有料広告募集
1号広告

50mm×170mm規格
2号広告

50mm×85mm規格

株式会社 琉球若草 ☎0980-43-0792問い合わせ

内容　縦覧とは、納税者が自己の所有する固定資
産と、他の固定資産を比較し、評価額が適正か
確認するための制度です。

対象者　土地および家屋の固定資産税納税者また
はその代理人
縦覧場所　税務課
必要なもの　納税通知書／身分証明書／印鑑
縦覧期限　4月30日（木）
その他　非課税または免税点未満の土地所有者は
縦覧の対象外です。また、代理人が縦覧する場合
は委任状が必要です。

税務課 840-8128 28290

令和8年度固定資産税の
縦覧を行います
令和8年度固定資産税の
縦覧を行います

内容　離婚後に、ひとり親家庭が継続して養育費
を受け取れるように、弁護士へ依頼した場合の着
手金や公正証書の作成に要した経費の全部また
は一部の補助を行います。補助を受けるには申
請が必要です。
申請方法　こども未来課窓口で手続き
申請期限　弁護士などへの着手金納入日（令和7
年4月1日以降に限る）から起算して1年以内

こども未来課 840-8191 16356

養育費に関する公正証書等作成補助を
行っています
養育費に関する公正証書等作成補助を
行っています

内容　本運動は、広く県民に交通安
全思想の普及・浸透を図り、交通
ルールの順守と正しい交通マナー
の実践を習慣づけるとともに、県民

市民生活環境課 840-8123 35319

令和8年春の全国交通安全運動が
始まります
令和8年春の全国交通安全運動が
始まります

自身による道路交通環境の改善に向けた取り組
みを推進することにより、交通事故防止の徹底を
図ることを目的に実施されます。

スローガン　車から ぼくたちみえない 手をあげよう
運動期間　4月6日（月）～15日（水）
交通事故死ゼロを目指す日　4月10日（金）

内容　保育料は保育施設を運営するために必要な
費用ですので、期限内に納付をお願いします。保
育料を滞納すると延滞金が加算されるので、期
限内に納付が困難な場合はご相談ください。な

保育こども園課 840-8131 22299

保育料は期限内に
納付をお願いします
保育料は期限内に
納付をお願いします

お、催告を行っても納付がない場合
は、予告なく勤務先や金融機関など
に財産調査を行い、給料や預金、自
動車など財産の差押えを行います。

2026.42026.4 1819

く
ら
し
の
情
報

お
知
ら
せ

く
ら
し
の
情
報

お
知
ら
せ

内容　5月5日（火）のこどもの
日は、ごみ収集がお休みとな
ります。振り替え収集はあり
ませんので、次回の収集日
に出してください。

市民生活環境課 840-8124 1648

こどもの日はごみ収集お休みですこどもの日はごみ収集お休みです

内容　生後91日以上の犬には、法律により年1回
の予防注射を受けさせることが義務付けられてい
ます。糸満市では期間を定め集合注射を行いま
す。対象の犬を飼われている人に、はがきを送付
していますので、予防注射を受けさせてください。
期間　4月11日（土）～25日（土）
場所　市役所／健康づくりセンター願寿館
その他　飼い犬の死亡や住所変更した場
　合は、担当課までご連絡ください。

市民生活環境課 840-8124 28309

狂犬病予防集合注射を実施します狂犬病予防集合注射を実施します

内容　国民年金保険料を納めることが
困難な学生は、納付を10年間猶予
できます。

市民課 840-8125 18214

国民年金保険料には
学生納付特例制度があります!
国民年金保険料には
学生納付特例制度があります!

必要書類　学生証または在学証明書
その他　代理人が申請する場合は、本人確認でき
るものや委任状が必要です。また、日本年金機構
からはがきが送られて来た人は、必要事項を記入
の上、返送することで手続きが完了します。

内容　全国消費者物価指数に基づいて、令和8年
度の手当額が変更となります。
変更後の手当額（月額）
　▶特別障害者手当　30,450円
　▶障害児福祉手当　16,560円

障害福祉課 840-8103 2011

特別障害者手当・障害児福祉手当の
額が改定されました
特別障害者手当・障害児福祉手当の
額が改定されました

内容　幼稚園・保育施設などの保育料について、
事前申請により無料になる場合があります。
対象者
　▶認可外保育施設の3～5歳児クラス
　▶住民税非課税世帯の0~2歳児クラス

保育こども園課 840-8131 3080

保育料の無償化について保育料の無償化について

その他　通園送迎費、食材料費、行事
費などは、これまで通り保護者負担と
なります。

内容　公共事業で収容された固定資産所有者や
生活保護受給者は、固定資産税の減免または納

税務課 840-8128 28293

固定資産税の減免・納税義務の
免除制度があります
固定資産税の減免・納税義務の
免除制度があります

税義務の免除が適用される場合があ
ります。対象となる条件や必要書類
については、お問い合わせください。

内容　市役所で行う所得税および市・県民税の申
告受け付けは、3月16日（月）で終了しました。期
間内に申告できなかった人は、6月1日（月）から
税務課で申告の受け付けを再開します。

税務課 840-8128 35292

市・県民税申告の受け付けを
6月から再開します
市・県民税申告の受け付けを
6月から再開します

その他　所得税の申告について
は、那覇税務署（☎867-3101）
へお問い合わせください。

内容　糸満市の教育・保育施設
では、集団保育の中で心身の発
達の遅れや、偏り、障害、疾病
などがある子どもに対して、集
団の中で加配保育士による支

保育こども園課 840-8131 28236

特別な支援が必要な
子どもの支援について
特別な支援が必要な
子どもの支援について

援や見守りを行うことで、子どもたちが安心して
過ごし、心身の発達や集団適応を促していく保育
を行っています。加配保育士の配置を希望する
場合は、申請が必要となります。

糸満市の総合情報マガジン「広報いとまん」

有料広告募集
1号広告

50mm×170mm規格
2号広告

50mm×85mm規格

株式会社 琉球若草 ☎0980-43-0792問い合わせ

内容　縦覧とは、納税者が自己の所有する固定資
産と、他の固定資産を比較し、評価額が適正か
確認するための制度です。

対象者　土地および家屋の固定資産税納税者また
はその代理人
縦覧場所　税務課
必要なもの　納税通知書／身分証明書／印鑑
縦覧期限　4月30日（木）
その他　非課税または免税点未満の土地所有者は
縦覧の対象外です。また、代理人が縦覧する場合
は委任状が必要です。

税務課 840-8128 28290

令和8年度固定資産税の
縦覧を行います
令和8年度固定資産税の
縦覧を行います

内容　離婚後に、ひとり親家庭が継続して養育費
を受け取れるように、弁護士へ依頼した場合の着
手金や公正証書の作成に要した経費の全部また
は一部の補助を行います。補助を受けるには申
請が必要です。
申請方法　こども未来課窓口で手続き
申請期限　弁護士などへの着手金納入日（令和7
年4月1日以降に限る）から起算して1年以内

こども未来課 840-8191 16356

養育費に関する公正証書等作成補助を
行っています
養育費に関する公正証書等作成補助を
行っています

内容　本運動は、広く県民に交通安
全思想の普及・浸透を図り、交通
ルールの順守と正しい交通マナー
の実践を習慣づけるとともに、県民

市民生活環境課 840-8123 35319

令和8年春の全国交通安全運動が
始まります
令和8年春の全国交通安全運動が
始まります

自身による道路交通環境の改善に向けた取り組
みを推進することにより、交通事故防止の徹底を
図ることを目的に実施されます。

スローガン　車から ぼくたちみえない 手をあげよう
運動期間　4月6日（月）～15日（水）
交通事故死ゼロを目指す日　4月10日（金）

内容　保育料は保育施設を運営するために必要な
費用ですので、期限内に納付をお願いします。保
育料を滞納すると延滞金が加算されるので、期
限内に納付が困難な場合はご相談ください。な

保育こども園課 840-8131 22299

保育料は期限内に
納付をお願いします
保育料は期限内に
納付をお願いします

お、催告を行っても納付がない場合
は、予告なく勤務先や金融機関など
に財産調査を行い、給料や預金、自
動車など財産の差押えを行います。

2026.42026.4 1819

く
ら
し
の
情
報

お
知
ら
せ

く
ら
し
の
情
報

お
知
ら
せ


